
           

平
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二
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年
十
一
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定
例
会
（
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九
日
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長 
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長 

野 

広 

域 

連 

合 

議 

会 
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平
成
二
十
一
年
十
月
九
日
（
金
曜
日
） 

出 
席 

議 

員 

（
三
十
一
名
） 

第   
一     

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 

治 

晴 

議
員 

第   
二     

番 
 
 
 
 
 
 

寺 

沢 

小
百
合 

議
員 

第   

三     
番 

 
 
 
 
 
 

岡 

田 

荘 

史 

議
員 

第   

四     
番 

 
 
 
 
 
 

布 

目 

裕
喜
雄 

議
員 

第   

六     

番 
 
 
 
 
 
 

町 

田 

伍
一
郎 

議
員 

第   

七     

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 

義 

和 

議
員 

第 
 

八 
 

 

番 
 
 
 
 
 
 

野
々
村 

博 

美 

議
員 

第 
 

九  
 

番 
 
 
 
 
 
 

松 

木 

茂 

盛 

議
員 

第 
 

十    

番 
 
 
 
 
 
 

赤 
城 

静 

江 

議
員 

第 

十
一   

番 
 
 
 
 
 
 

小 

林 
秀 

子 

議
員 

第 

十
二   

番 
 
 
 
 
 
 

倉 

野 

立 
人 

議
員 

第 

十
三 

 

番 
 
 
 
 
 
 

永 

井 

康 

彦 
議
員 

第 

十
四   

番 
 
 
 
 
 
 

豊 

田 

清 

寧  
議
員 

第 

十
五 

 

番 
 
 
 
 
 
 

佐 

藤 

壽
三
郎 

議
員 

第 

十
六 

 

番 
 
 
 
 
 
 

田 

沢 

佑 

一 

議
員 

第 

十
七 

 

番 
 
 
 
 
 
 

西 

澤 

今
朝
人 

議
員 

第 

十
八   

番 
 
 
 
 
 
 

和 

田 

英 

幸 

議
員 

第 

十
九 

 

番 
 
 
 
 
 
 

春 

日 
 
 

武 

議
員 

第 

二
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

越 
 
 

將 

俊 

議
員 

   

第 

二
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

本 

間 

卓 

夫  

議
員 

   

第 

二
十
三 

番 
 
 
 
 
 
 

山 

嵜 

秀 

治 

議
員 

 
 

第 

二
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

堀 

江 

繁
太
郎 

議
員 

第 

二
十
五 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

嘉 

夫 

議
員 

第 

二
十
六 

番 
 
 
 
 
 
 

牛 

越 

富 

男 

議
員 

第 

二
十
七 

番   
 
 

      

松 

木 

昭 

一 

議
員 

第 

二
十
八 

番 
 
 
 
 
 
 

福 

澤 

惠
美
子 

議
員 

   

第 

二
十
九 

番 
 
 
 
 
 
 

清 

水 

勝 

義 

議
員 

第 

三
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

渡 

辺 

康 

男  

議
員 

   

第 

三
十
一 

番 
 
 
 
 
 
 

宮 

脇 

靖 

夫 

議
員 

 
 

第 

三
十
二 

番 
 
 
 
 
 
 

酒 

井 

靖 

子 

議
員 

 
 

第 

三
十
四 

番 
 
 
 
 
 
 

山 

浦 

幸
一
郎 

議
員 

欠
席
議
員
（
二
名
） 

第   

五 
   

番 
 
 
 
 
 
 

三 

井 

経 

光 

議
員 

第 

二
十 

 

番 
 
 
 
 
 
 

円 

尾 

美
津
子 

議
員 

 

説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
理
事
者 

広
域
連
合
長
（
長
野
市
長
） 

 
 

鷲 

澤 

正 

一  

君 

副
広
域
連
合
長 

 
 
 
 
 
 
 

酒 

井 
 
 

登  

君 

監
査
委
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

増 

山 

幸 

一 

君 

理
事
（
須
坂
市
長
） 

 
 
 
 
 

三 

木 

正 

夫 

君 

理
事
（
千
曲
市
長
） 

 
 
 
 
 

近 

藤 

清
一
郎 

君 

理
事
（
坂
城
町
長
） 

 
 
 
 
 

中 

沢 
 
 

一 

君 
理
事
（
小
布
施
町
長
） 

 
 
 

 

市 

村 

良 

三 

君 
理
事
（
高
山
村
長
） 

 
 
 
 
 

久
保
田 

勝 

士 

君 
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理
事
（
信
州
新
町
長
） 

 
 
 
 

中 

村 
 
 

靖 

君 

理
事
（
信
濃
町
長
） 

 
 
 
 
 

松 

木 

重 

博 

君 
理
事
（
小
川
村
長
） 

 
 
 
 
 

大
日
方 

茂 

木 

君 
理
事
（
中
条
村
長
） 

 
 
 
 
 

久
保
田 

元 

夫 

君 

理
事
（
飯
綱
町
長
） 

 
 
 
 
 

遠 

山 

秀 

吉 

君 
 

公
務
の
た
め
欠
席
し
た
理
事
者 

会
計
管
理
者 

 
 
 
 
 
 
 
 

徳 

竹 

一 

吉 

君 
 

 

説
明
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 

（
事 

務 

局 

職 

員
） 

 
 

事
務
局
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉 

村 
俊 

計 

君 
 
 

事
務
局
次
長
兼
福
祉
課
長 

 
 
 

寺 

澤 

清 
充 

君 

事
務
局
次
長
兼
環
境
推
進
課
長 

 

中 

澤 

成 

夫 
君 

 
 

総
務
課
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

小 

島 

章 

夫 

君 
 
 

総
務
課
主
幹 

 
 
 
 
 
 
 
 

和 

田 

秀 

晴 

君 

環
境
推
進
課
建
設
推
進
室
長 

 
 

土 

屋 

文 

治 

君 

総
務
課
課
長
補
佐 
 
 
 
 
 
 

庭 

山 
 
 

透 

君 

福
祉
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 
 
 

山 

﨑 

幸 

孝 

君 
 
 

環
境
推
進
課
課
長
補
佐 

 
 
 
 

海 

沼 

健 

一 

君 

総
務
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

花 

形 

武 

彦 

君 

総
務
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

新 

井 

芳 

美 

さ
ん 

福
祉
課
係
長 

 
 
 
 
 
 
 
 

中 

島 
 
 

威 

君 

環
境
推
進
課
係
長 

 
 
 
 
 
 

小 

池 

啓 

道 

君 

環
境
推
進
課
係
長 

 
 
 
 
 
 

宮 

澤 

洋 

一 

君 
 

 

職
務
の
た
め
会
議
に
出
席
し
た
職
員 
 
 

総
務
課
主
査 

 
 
 
 
 
 
 
 

池 

田 

順 

英 

君 
 
 

総
務
課
主
査 

 
 
 
 
 
 
 
 

高 

柳 

博 

昭 

君 
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議 
 
 

事 
 
 

日 
 
 

程 
  

一 
開
会
、
開
議 

一 

会
期
の
決
定 

一 

議
席
の
指
定 

一 

常
任
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
の
選
任 

一 

常
任
委
員
会
委
員
の
所
属
変
更 

 

一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 

一 

諸
般
の
報
告 

 

一 

議
会
第
三
号
上
程
、
提
案
者
説
明
、
採
決 

 

一 

議
案
第
九
号
か
ら
議
案
第
十
一
号
及
び
認
定
第
一
号 

一
括
上
程
、
理
事
者
説
明
、
質
疑
、
委
員
会
付
託 

 

一 

議
案
第
十
二
号
上
程
、
理
事
者
説
明
、
採
決 

一 

総
務
委
員
会
副
委
員
長
互
選
の
結
果
報
告 

一 

委
員
長
報
告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 

委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決 

一 

広
域
連
合
長
あ
い
さ
つ 

 

一 

閉
会 

  
 
 
 
 
 

午
後
一
時
三
十
分 

開
会 

 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

た
だ
い
ま
の
と
こ
ろ
、
出
席
議
員
数
は
二
十
九
名
で 

 

ご
ざ
い
ま
す
。 

    

よ
っ
て
、
会
議
の
定
足
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
、
平
成
二
十
一

年
十
一
月
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
を
開
会
致
し
ま
す
。 

  
 
 
 

（
十
番 

赤
城
静
江
議
員 

入
場
） 

  
 
 
 
 

午
後
一
時
三
十
一
分 

開
議 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 
 

本
日
の
欠
席
通
告
議
員
は
、
五
番 

三
井
経
光
議
員
、
二
十
番 

円
尾
美
津
子
議

員
の
二
名
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

会
期
の
決
定
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

本
臨
時
会
の
会
期
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
会
運
営
委
員
会
の
意
見
を
徴
し
ま
し
た

結
果
、
本
日
一
日
と
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

  
 
 
 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
と
決
定
致
し
ま
し
た
。 

 
 

な
お
、
日
程
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
の
と
お
り
行
い
た
い
と
思
い
ま

す
の
で
、
御
了
承
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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次
に
、
広
域
連
合
議
員
に
一
部
異
動
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
議
席
の
指
定
を
議
題

と
致
し
ま
す
。 

 
 

議
長
か
ら
異
動
の
あ
っ
た
十
名
の
議
席
を
指
定
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に

御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

  
 
 
 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

た
だ
今
御
着
席
の
氏
名
表
示
板
に
記
載
し
て
あ
り
ま
す
番
号
の
と
お
り
、
議
席
を

指
定
致
し
ま
す
。 

該
当
議
員
さ
ん
は
、お
手
元
の
名
簿
順
に
自
席
で
自
己
紹
介
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
三
番
の
岡
田
荘
史
議
員
か
ら
お
願
い
致
し
ま
す
。 

  
 

（
三
番 

 
 

岡
田
荘
史 

 

自
己
紹
介
） 

 
 

（
四
番 

 
 

布
目
裕
喜
雄 

自
己
紹
介
） 

（
八
番 

 
 

野
々
村
博
美 

自
己
紹
介
） 

（
十
番 

 
 

赤
城
静
江 

 

自
己
紹
介
） 

（
十
一
番 
 

小
林
秀
子 

 

自
己
紹
介
） 

（
十
二
番 

 

倉
野
立
人 

 

自
己
紹
介
） 

（
二
十
三
番 

山
嵜
秀
治 

 

自
己
紹
介
） 

（
二
十
四
番 

堀
江
繁
太
郎 

自
己
紹
介
） 

 
 

（
三
十
一
番 

宮
脇
靖
夫 

 

自
己
紹
介
） 

（
三
十
二
番 

酒
井
靖
子 

 

自
己
紹
介
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

続
い
て
、
常
任
委
員
会
委
員
、
議
会
運
営
委
員
会
委

員
の
選
任
を
行
い
ま
す
。 

本
件
に
関
し
ま
し
て
は
、
委
員
会
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
議
長
か
ら

指
名
致
し
ま
す
。 

始
め
に
各
常
任
委
員
会
委
員
を
指
名
致
し
ま
す
。 

総
務
委
員
会
委
員
に
、
布
目
裕
喜
雄
議
員
、
野
々
村
博
美
議
員
、
小
林
秀
子
議
員
、

山
嵜
秀
治
議
員
、
宮
脇
靖
夫
議
員 

以
上
、
五
名
。 

福
祉
環
境
委
員
会
委
員
に
、
岡
田
荘
史
議
員
、
赤
城
静
江
議
員
、
倉
野
立
人
議
員
、

堀
江
繁
太
郎
議
員
、
酒
井
靖
子
議
員 

以
上
、
五
名
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
皆
さ
ん
を
指
名
致
し
ま
す
。 

次
に
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
、
岡
田
荘
史
議
員
、
小
林
秀
子
議
員 

以
上
、

二
名
を
指
名
致
し
ま
す
。 

次
に
、
総
務
委
員
会
委
員
の
寺
沢
小
百
合
議
員
か
ら
福
祉
環
境
委
員
会
に
所
属
を

変
更
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
の
松
木

茂
盛
議
員
か
ら
総
務
委
員
会
に
所
属
を
変
更
さ
れ
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
の

で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
寺
沢
小
百
合
議
員
は
福
祉
環
境
委
員
会
に
、
松
木
茂
盛
議
員
は
総

務
委
員
会
に
所
属
を
変
更
す
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。 

 
 

次
に
、
会
議
録
署
名
議
員
を
御
指
名
申
し
上
げ
ま
す
。 

十
二
番 

倉
野
立
人
議
員
、
二
十
三
番 

山
嵜
秀
治
議
員
、
以
上
、
二
名
の
方
を

御
指
名
致
し
ま
す
。 

こ
の
際
、
諸
般
の
報
告
を
致
し
ま
す
。 

 

始
め
に
、
議
員
の
辞
職
許
可
に
つ
い
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
去
る
九
月 
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二
十
九
日
付
け
で
相
澤
龍
右
議
員
か
ら
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
、
地
方
自
治
法 

 
 

第
百
二
十
六
条
に
基
づ
き
、
九
月
三
十
日
付
け
で
こ
れ
を
許
可
致
し
ま
し
た
。 

次
に
、
監
査
委
員
か
ら
、
平
成
二
十
一
年
七
月
分
か
ら
八
月
分
の
一
般
会
計
・
特

別
会
計
の
例
月
現
金
出
納
検
査
及
び
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
議
長
の
手
元
に

報
告
書
が
ま
い
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
御
報
告
致
し
ま
す
。 

 
 

そ
れ
で
は
、
議
事
に
入
り
ま
す
。 

始
め
に
、
議
会
第
三
号
「
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 
 

提
出
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

七
番 

小
林
義
和
議
員
。 

 

 

○
七
番
（
小
林
義
和
議
員
） 

七
番
、
小
林
義
和
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
か
ら
、
議
会
第
三
号
「
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
」
に
つ
い
て
、
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
の
長
野
市
、
信
州
新
町
、
中
条
村
の
合
併
に

よ
り
、
本
連
合
議
会
の
議
員
定
数
を
三
十
四
人
か
ら
三
十
人
に
変
更
す
る
こ
と
に
伴

い
ま
し
て
、
条
例
第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
総
務
委

員
会
及
び
福
祉
環
境
委
員
会
の
各
委
員
定
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
十
七
人
か
ら
十
五
人
に

改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

本
件
に
関
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
を
省
略
し
て
、
直
ち
に
採
決
に
は
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
直
ち
に
採
決
に
は
い
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

議
会
第
三
号
「
長
野
広
域
連
合
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、
本

件
を
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
、
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

   

よ
っ
て
、
本
件
は
原
案
の
と
お
り
決
し
ま
し
た
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
認
定
第
一
号 

以
上
四
件
、
一

括
議
題
と
致
し
ま
す
。 

 
 

理
事
者
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

広
域
連
合
長 

鷲
澤
正
一
君
。 

 
○
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
） 

本
日
、
こ
こ
に
平
成
二
十
一
年
十
一
月
長
野
広
域

連
合
議
会
定
例
会
を
招
集
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
の
皆
様
に
は
、
時
節
柄
な
に

か
と
お
忙
し
い
中
、
御
出
席
を
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 
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提
出
致
し
ま
し
た
議
案
な
ど
の
審
議
に
つ
き
ま
し
て
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

開
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
本
広
域
連
合
の
事
務
事
業
の
当
面
す
る
諸
課
題
等
に
つ

い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

始
め
に
、
広
域
的
ご
み
処
理
対
策
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
広
域
連
合
で
処
理
を
計
画
し
て
い
る
十
市
町
村
の
可
燃
ご
み
は
、
平
成 
 

二
十
年
度
の
排
出
量
が
十
四
万
六
百
一
ト
ン
で
、
平
成
十
九
年
度
と
比
べ
五
千
六
百

五
十
八
ト
ン
、
率
に
し
て
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

「
ご
み
処
理
広
域
化
基
本
計
画
」
の
基
準
年
で
あ
る
平
成
十
五
年
度
の
排
出
量 

 

十
六
万
百
七
十
三
ト
ン
と
比
較
し
ま
す
と
、
一
万
九
千
五
百
七
十
二
ト
ン
、
率
に
し

て
十
二
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
と
な
り
ま
し
て
、
各
市
町
村
に
お
け
る
、
ご
み
の
減

量
、
再
資
源
化
の
取
り
組
み
の
成
果
が
表
れ
て
き
て
い
る
と
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
、
平
成
二
十
六
年
度
の
可
燃
ご
み
削
減
目
標
の
二
万
三
千

六
百
八
十
五
ト
ン
、
率
に
し
て
十
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
減
の
達
成
に
向
け
、
御
協
力

を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

次
に
、
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
野
市
に
建
設
を
予
定
し
て

お
り
ま
す
Ａ
焼
却
施
設
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
現
況
調
査
を
六
月
か
ら
開
始
し
、

季
節
ご
と
に
実
施
す
る
調
査
は
、
夏
の
調
査
が
終
わ
り
ま
し
て
、
現
在
、
秋
の
調
査

に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

千
曲
市
に
建
設
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
Ｂ
焼
却
施
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
千
曲
市

に
お
か
れ
ま
し
て
、
去
る
八
月
四
日
に
建
設
候
補
地
を
「
大
字
屋
代
字
中
島
」
に
決

定
し
、
公
表
さ
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
須
坂
市
及
び
高
山
村
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
最
終
処
分
場
の
建
設
候
補

地
を
「
須
坂
市
大
字
亀
倉
」
の
高
速
道
路
建
設
の
際
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
旧
土
取
場

に
決
定
し
、
八
月
二
十
九
日
に
は
地
元
で
あ
る
仁
礼
町
に
対
し
、
須
坂
市
長
か
ら
協

議
の
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

紆
余
曲
折
を
経
て
、
三
つ
の
施
設
の
建
設
候
補
地
が
よ
う
や
く
決
ま
っ
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
関
係
市
町
村
の
こ
れ
ま
で
の
御
努
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と

も
に
、
早
期
の
施
設
建
設
に
向
け
、
地
元
と
の
協
議
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
す
る

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

広
域
連
合
と
致
し
ま
し
て
も
、
各
市
と
と
も
に
地
元
の
合
意
形
成
に
向
け
積
極
的

に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
、
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
御
協
力
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

次
に
、
高
齢
者
福
祉
施
設
の
運
営
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

平
成
二
十
年
度
の
高
齢
者
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
の
決
算
状
況
は
、
実

質
収
支
が
約
二
億
一
千
八
百
万
円
の
黒
字
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

平
成
十
九
年
度
の
二
億
二
百
万
円
に
続
い
て
二
年
連
続
し
て
二
億
円
台
の
剰
余
金

を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

こ
の
こ
と
は
、
介
護
報
酬
単
価
の
引
き
下
げ
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
度
の
実
質
収

支
が
制
度
改
正
前
に
比
較
し
て
八
千
三
百
万
円
も
減
少
し
た
厳
し
い
収
支
状
況
が
、

確
実
に
改
善
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
の
「
収

支
改
善
計
画
」
に
基
づ
い
て
、
収
支
改
善
に
努
め
て
き
た
結
果
と
考
え
ま
す
。
本
年
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度
か
ら
は
、「
第
二
次
収
支
改
善
計
画
」
に
基
づ
い
て
収
支
改
善
を
進
め
て
お
り
、
今

後
も
引
き
続
き
健
全
経
営
に
努
め
て
参
り
ま
す
。 

次
に
、
本
広
域
連
合
の
高
齢
者
福
祉
施
設
の
社
会
福
祉
法
人
化
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。 

移
管
先
の
社
会
福
祉
法
人
長
野
南
福
祉
会
と
本
年
一
月
に
締
結
し
ま
し
た
「
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
七
二
会
荘
の
移
管
に
関
す
る
基
本
協
定
書
」
に
基
づ
き
、
四
月
に

は
引
継
ぎ
の
た
め
長
野
南
福
祉
会
か
ら
看
護
職
員
一
人
、
介
護
職
員
二
人
の
派
遣
を

受
け
入
れ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
七
月
に
は
施
設
利
用
者
の
家
族
会
代
表
、
区
長
や
民
生
委
員
の
地
元
代
表

な
ど
、
十
人
の
委
員
か
ら
な
る
「
七
二
会
荘
五
者
懇
談
会
」
を
設
置
し
、『
長
野
広
域

連
合
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
七
二
会
荘
」
の
移
管
に
関
す
る
協
定
書
』
に
盛
り
込

む
内
容
に
つ
い
て
御
意
見
を
い
た
だ
き
、
こ
れ
を
基
に
十
月
五
日
の
理
事
会
に
お
い

て
協
定
内
容
を
決
定
致
し
ま
し
た
。 

今
後
は
、
十
月
中
に
は
長
野
南
福
祉
会
と
協
定
を
締
結
し
、
平
成
二
十
二
年
四
月

一
日
の
移
管
に
向
け
、
迅
速
か
つ
確
実
に
事
務
手
続
き
を
進
め
て
参
り
ま
す
。 

次
に
、
介
護
認
定
審
査
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
度
前
半
の
審
査
状
況
は
、
八
月
末
で
一
万
千
二
百
六
十
五
件
、
前
年
比
二
・

八
パ
ー
セ
ン
ト
増
と
増
加
す
る
傾
向
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
国
に
お
い
て
四
月
に
全
般
的
に
見
直
し
が
行
な
わ
れ
た
要
介
護
認
定
基
準

は
、
認
定
結
果
が
実
態
よ
り
も
軽
度
化
す
る
傾
向
な
ど
に
伴
い
、
十
月
か
ら
再
度
改

正
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
適
正
な
審
査
判
定
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

次
に
、
障
害
程
度
区
分
認
定
審
査
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
年
度
は
八
月
末
で
三
百
八
十
五
件
、
前
年
比
六
十
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
増
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
大
幅
に
増
加
し
た
要
因
は
、
障
害
程
度
区
分
の
認
定
有
効
期
間
が 

原
則
三
年
間
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
本
年
度
は
、
初
年
度
の
十
八
年
度
に
認
定
を
受

け
た
方
々
の
更
新
の
時
期
と
な
り
、
新
規
申
請
と
併
せ
て
年
間
最
大
で
千
五
百
件
近

く
の
審
査
が
必
要
と
な
る
と
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。 

介
護
及
び
障
害
程
度
区
分
の
認
定
審
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
制
度
の
見
直
し
等
に

機
敏
に
対
応
し
な
が
ら
、
今
後
と
も
、
介
護
を
必
要
と
し
て
い
る
方
々
が
適
切
な
給

付
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
適
正
な
審
査
会
の
運
営
に
当
た
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

以
上
、
本
広
域
連
合
の
主
要
事
業
の
状
況
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
御
存

知
の
と
お
り
、
本
広
域
連
合
関
係
市
町
村
の
う
ち
、
長
野
市
、
信
州
新
町
、
中
条
村

の
合
併
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
七
月
三
十
一
日
付
で
総
務
大
臣
告
示
が
あ
り
、
平

成
二
十
二
年
一
月
一
日
の
合
併
に
向
け
て
、
諸
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。 

こ
れ
に
よ
り
、
本
広
域
連
合
を
構
成
す
る
市
町
村
数
は
、
現
在
の
十
一
市
町
村
か

ら
九
市
町
村
と
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
引
き
続
き
関
係
市
町
村
と
の
緊
密
な

連
携
に
よ
り
、
事
業
の
推
進
に
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
議
員
各
位
の
一
層
の
御
支

援
、
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

な
お
、
本
定
例
会
は
私
の
広
域
連
合
長
と
し
て
の
四
年
間
の
任
期
に
お
け
る
最
後

の
定
例
会
と
な
り
ま
す
。 

 
 

こ
の
間
、
本
広
域
連
合
に
課
せ
ら
れ
た
諸
課
題
に
取
り
組
み
、
関
係
市
町
村
と
共

に
圏
域
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
に
少
な
か
ら
ず
貢
献
で
き
ま
し
た
こ
と
は
、
議

員
の
皆
様
及
び
住
民
の
皆
様
の
御
理
解
と
御
支
援
に
よ
る
も
の
と
心
か
ら
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
 

さ
て
、
本
定
例
会
に
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
案
件
は
、
条
例
の
一
部
改
正
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な
ど
五
件
で
あ
り
ま
す
。 

 
 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
人
事
案
件
は
私
か
ら
、
そ
の
他
の
案
件
は
副
広
域
連
合

長
か
ら
説
明
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、
十
分
な
御
審
議
を
い
た
だ
き
、
御
決
定
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
開
会
の
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

副
広
域
連
合
長 

酒
井
登
君
。 

 

○
副
広
域
連
合
長
（
酒
井
登
君
） 
私
か
ら
、
本
定
例
会
に
提
出
致
し
ま
し
た
各
議
案

に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

初
め
に
、
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
者
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

改
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
に
長
野
市
、
信
州
新

町
及
び
中
条
村
が
合
併
す
る
こ
と
に
伴
い
、議
員
の
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
定
中「
信

州
新
町
及
び
中
条
村
」
を
削
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

  

次
に
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
御

説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

改
正
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
案
第
九
号
と
同
じ
く
長
野
市
、
信
州
新
町
及

び
中
条
村
の
合
併
に
伴
い
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
久
米
路
荘
の
位
置
を
「
長
野
市

信
州
新
町
日
原
東
二
千
百
八
十
六
番
地
一
」
に
改
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
、
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
介
護
報
酬
改
定
に
伴
い
、
介
護
職
員
の
夜
間
勤
務
手
当
の
最
低
額
を
三

千
五
百
円
か
ら
五
千
円
に
改
め
る
ほ
か
、
職
員
の
給
与
か
ら
法
律
で
定
め
る
も
の
以

外
に
控
除
で
き
る
控
除
項
目
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
認
定
第
一
号
「
平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
・
各
特
別
会
計

決
算
の
認
定
」
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
手
元
に
配
布
し
て
ご
ざ
い
ま
す
決
算
書
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

目
次
の
次
の
ペ
ー
ジ
、
目
次
の
裏
面
に
当
た
り
ま
す
が
、「
平
成
二
十
年
度
長
野
広

域
連
合
一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
総
括
表
」を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

一
番
上
段
の
表
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

平
成
二
十
年
度
の
一
般
会
計
、
特
別
会
計
の
決
算
総
額
に
つ
き
ま
し
て
は
、
歳
入

総
額
が
、
四
十
一
億
二
千
三
百
七
十
三
万
三
百
二
十
六
円
、
歳
出
総
額
は
、 

 
 
 

三
十
七
億
四
千
六
百
四
十
六
万
四
千
三
百
一
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

歳
入
総
額
か
ら
歳
出
総
額
を
差
し
引
き
ま
し
た
歳
入
歳
出
差
引
残
額
は
、
三
億 

七
千
七
百
二
十
六
万
六
千
二
十
五
円
と
な
り
ま
し
た
。 

次
に
、
各
会
計
ご
と
に
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

ま
ず
、
一
の
「
一
般
会
計
」
か
ら
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

予
算
現
額
は
、
七
億
八
千
四
百
三
十
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。
歳
入
で
ご
ざ
い
ま
す

が
、
収
入
済
額
は
、
八
億
三
千
六
百
七
十
二
万
六
千
二
百
八
十
五
円
で
予
算
現
額
と

収
入
済
額
と
の
比
較
で
は
、
予
算
現
額
に
対
し
ま
し
て
、
五
千
二
百
四
十
二
万 

 
 

六
千
二
百
八
十
五
円
の
収
入
増
と
な
り
ま
し
て
収
入
率
は
、
百
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
歳
出
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
支
出
済
額
は
、
六
億
九
千
十
八
万 
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九
千
三
百
五
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

予
算
現
額
と
支
出
済
額
と
の
比
較
で
は
、
予
算
現
額
に
対
し
九
千
四
百
十
一
万 

六
百
九
十
五
円
が
不
用
額
と
な
り
ま
し
て
執
行
率
は
、
八
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ

い
ま
す
。 

収
入
済
額
か
ら
支
出
済
額
を
差
し
引
き
ま
し
た
歳
入
歳
出
差
引
残
額
は
、
一
億 

四
千
六
百
五
十
三
万
六
千
九
百
八
十
円
と
な
り
ま
し
た
。 

次
に
、
二
の
「
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
」
に
つ
い
て
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。 

予
算
現
額
は
、
三
十
一
億
四
千
七
百
万
五
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

歳
入
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
収
入
済
額
は
、
三
十
一
億
八
千
四
百
十
八
万 

 
 
 
 

二
千
四
百
七
円
で
予
算
現
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較
で
は
、
予
算
現
額
に
対
し 

 

三
千
七
百
十
七
万
七
千
四
百
七
円
の
収
入
増
で
ご
ざ
い
ま
し
て
収
入
率
は
、 

 
 

百
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
歳
出
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
支
出
済
額
は
、
二
十
九
億
六
千
五
百
九
十
八
万

二
千
六
百
六
十
二
円
で
予
算
現
額
と
支
出
済
額
と
の
比
較
で
は
予
算
現
額
に
対
し
、

一
億
八
千
百
二
万
二
千
三
百
三
十
八
円
が
不
用
額
と
な
り
ま
し
て
、
執
行
率
は
、 

 

九
十
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

収
入
済
額
か
ら
支
出
済
額
を
差
し
引
き
ま
し
た 

歳
入
歳
出
差
引
残
額
は
、
二
億

千
八
百
十
九
万
九
千
七
百
四
十
五
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
三
の
「
長
野
地
域
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計
」
に
つ
い
て
申
し

上
げ
ま
す
。 

予
算
現
額
は
、
九
千
百
五
十
三
万
七
千
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

歳
入
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
収
入
済
額
は
、
一
億
二
百
八
十
二
万
千
六
百
三
十
四
円

で
予
算
現
額
と
収
入
済
額
と
の
比
較
で
は
予
算
現
額
に
対
し
ま
し
て
、 

 
 
 
 

千
百
二
十
八
万
四
千
六
百
三
十
四
円
の
収
入
増
と
な
り
ま
し
て
収
入
率
は
、 

 
 

百
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
歳
出
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
支
出
済
額
は
、
九
千
二
十
九
万 

 
 
 
 
 
 

二
千
三
百
三
十
四
円
で
予
算
現
額
と
支
出
済
額
と
の
比
較
で
は
、予
算
現
額
に
対
し
、

百
二
十
四
万
四
千
六
百
六
十
六
円
が
不
用
額
と
な
り
ま
し
て
執
行
率
は
、 

 
 
 

九
十
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

収
入
済
額
か
ら
支
出
済
額
を
差
し
引
き
ま
し
た
歳
入
歳
出
差
引
残
額
は
、 

 
 
 

千
二
百
五
十
二
万
九
千
三
百
円
と
な
り
ま
し
た
。 

以
上
、
一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
の
決
算
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明
を
申
し
上

げ
ま
し
た
。 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
以
降
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
各
会
計
の
決

算
書
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

よ
ろ
し
く
御
審
議
の
上
、
御
決
定
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

次
に
、
増
山
監
査
委
員
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
許
可
致
し
ま

す
。 監

査
委
員 

増
山
幸
一
君
。 

 

○
監
査
委
員
（
増
山
幸
一
君
） 

私
か
ら
、
た
だ
今
、
提
案
説
明
さ
れ
ま
し
た
認
定 

 
 

第
一
号
「
平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
及
び
各
特
別
会
計
」
の
決
算
に
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つ
き
ま
し
て
、
清
水
委
員
と
共
に
審
査
を
実
施
致
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を 

 

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

審
査
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
連
合
長
か
ら
審
査
に
付
さ
れ
ま
し
た
各
会
計
の
決
算

書
及
び
そ
の
附
属
書
類
並
び
に
基
金
の
運
用
状
況
を
示
す
書
類
に
つ
き
ま
し
て
、
会

計
管
理
者
、
関
係
課
及
び
関
係
施
設
所
管
の
諸
帳
簿
、
証
書
類
と
照
合
す
る
と
と
も

に
、
予
算
の
執
行
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
関
係
職
員

の
説
明
を
聴
取
し
、
ま
た
、
例
月
現
金
出
納
検
査
並
び
に
現
場
実
査
に
よ
り
審
査
を

致
し
ま
し
た
。 

 
 

そ
の
結
果
、
決
算
書
類
等
は
、
い
ず
れ
も
関
係
法
令
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
計
数
は
、
関
係
諸
帳
簿
と
符
合
し
正
確
で
予
算
の
執
行
状
況
は
、
そ
の
目

的
に
沿
っ
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

な
お
、
審
査
の
詳
細
及
び
意
見
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
布
申
し
上
げ
て

ご
ざ
い
ま
す
「
平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
・
特
別
会
計
決
算
及
び
基

金
の
運
用
状
況
審
査
意
見
書
」
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
の
で
、
御
覧
い
た
だ
き
た
い

と
存
じ
ま
す
が
、
こ
の
機
会
を
お
借
り
し
ま
し
て
、
所
見
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

高
齢
者
福
祉
、
ご
み
処
理
事
業
な
ど
広
域
的
な
課
題
へ
の
取
り
組
み
に
対
す
る
住

民
の
関
心
は
、
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
お
り
ま
す
。 

一
般
会
計
の
各
事
業
の
う
ち
、
介
護
、
障
害
の
各
認
定
審
査
会
の
運
営
に
つ
き
ま

し
て
は
、
公
平
か
つ
公
正
迅
速
な
判
定
と
一
層
の
効
率
的
な
運
営
が
図
ら
れ
る
よ
う

要
望
致
し
ま
す
。 

ま
た
、
ご
み
処
理
施
設
の
建
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、
住
民
に
対
す
る
事
業
の
積
極

的
な
情
報
公
開
に
努
め
、
関
係
市
町
村
と
の
連
携
に
よ
り
住
民
合
意
に
基
づ
く
着
実

な
整
備
推
進
を
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
に
つ
き
ま
し
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
収
入
の
増

収
を
図
り
入
所
待
機
者
を
減
ら
す
た
め
に
も
、
退
所
し
て
か
ら
次
の
利
用
者
が
入
所

す
る
ま
で
の
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
工
夫
を
図
る
な
ど
稼
働
率
の
向
上
に
一
層
努
め

る
と
と
も
に
利
用
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
質
を
落
と
さ
ず
経
費
の
見
直
し
な
ど
に
よ
り

効
率
的
な
施
設
運
営
に
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
要
望
致
し
ま
す
。
ま
た
、
危
険
箇

所
の
把
握
と
そ
の
整
備
な
ど
安
全
に
充
分
配
慮
し
た
施
設
管
理
を
望
む
も
の
で
あ
り

ま
す
。 

以
上
で
決
算
審
査
の
報
告
と
致
し
ま
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

こ
れ
よ
り
議
案
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

    

な
お
、
御
発
言
に
当
た
り
ま
し
て
は
議
席
番
号
及
び
氏
名
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

    

そ
れ
で
は
、
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
者
の
報
酬
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質
疑
を
お
願
い
致
し
ま

す
。 

 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

 
 

続
い
て
、
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質

疑
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

 
 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

 
 

続
い
て
、
議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」
に
つ
い
て
質
疑
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

 
 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

続
い
て
、
認
定
案
の
質
疑
に
入
り
ま
す
。
認
定
第
一
号
「
平
成
二
十
年
度
長
野
広

域
連
合
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」
は
、
各
会
計
ご
と
に
お

願
い
致
し
ま
す
。 

初
め
に
、
平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
一
般
会
計
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
老
人
福
祉
施
設
等
運
営
事
業
特
別
会
計
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

 

平
成
二
十
年
度
長
野
広
域
連
合
長
野
地
域
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業
特
別
会
計
。 

 

（「
進
行
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

進
行
致
し
ま
す
。 

 
 

以
上
で
質
疑
を
終
結
致
し
ま
す
。 

 
 

議
案
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
認
定
第
一
号 

以
上
四
件
、
お
手
元
に

配
布
致
し
ま
し
た
委
員
会
付
託
表
の
と
お
り
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
常
任
委
員
会
に
付
託

致
し
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
十
二
号
「
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」
を
議
題
と
致
し
ま
す
。 

地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、松
木
昭
一
議
員
の
退
席
を
求
め
ま
す
。 

 

（
松
木
昭
一
議
員 

退
席
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

理
事
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 

広
域
連
合
長 

鷲
澤
正
一
君
。 

 

○
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
） 

議
案
第
十
二
号
「
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
」

御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
れ
は
、
二
名
の
監
査
委
員
の
う
ち
、
議
会
議
員
か
ら
御
就
任
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
、
清
水
嘉
夫
氏
が
、
九
月
三
十
日
付
け
を
も
っ
て
辞
職
さ
れ
た
た
め
、
後
任
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の
委
員
と
し
て
、
上
水
内
郡
信
濃
町
大
字
野
尻
二
千
百
四
十
番
地
一
、
松
木
昭
一
氏

を
選
任
致
し
た
く
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の

御
同
意
を
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

松
木
昭
一
氏
は
、
現
在
、
信
濃
町
議
会
議
長
に
御
就
任
さ
れ
て
お
り
、
平
成 

 
 

二
十
一
年
四
月
二
日
付
け
で
、
本
連
合
議
会
議
員
に
御
就
任
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
。 

何
と
ぞ
、
御
同
意
の
ほ
ど
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
で
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

お
諮
り
致
し
ま
す
。 

本
件
に
関
し
て
は
、
質
疑
、
討
論
、
委
員
会
付
託
を
省
略
し
て
、
直
ち
に
採
決
に

入
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 

（「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

採
決
に
入
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
選
任
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を

求
め
ま
す
。 

 

（
全
員
起
立
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、本
件
は
原
案
の
と
お
り
選
任
に
つ
い
て
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

除
斥
議
員
の
入
場
を
許
可
致
し
ま
す
。 

 

（
松
木
昭
一
議
員 

復
席
） 

 

 
 

た
だ
今
か
ら
、
常
任
委
員
会
の
開
会
の
た
め
、
こ
の
際
、
午
後
三
時
四
十
五
分
ま

で
休
憩
致
し
ま
す
。 

 
 

お
手
元
に
配
布
の
一
覧
表
の
と
お
り
場
所
を
定
め
ま
す
の
で
、
御
連
絡
申
し
上
げ

ま
す
。 

  

 
 

（
休
憩
）
二
時
五
分 

  
 

（
再
開
）
四
時 

   
 
 
 

（
九
番 

松
木
茂
盛
議
員 

入
場
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
君
） 

休
憩
前
に
引
き
続
き
会
議
を
開
き
ま
す
。 

こ
れ
よ
り
総
務
委
員
会
副
委
員
長
の
互
選
の
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

総
務
委
員
会 

副
委
員
長 

山
嵜
秀
治
議
員
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
議
案
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
及
び
認
定
第
一
号 

以
上
四
件
、 
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一
括
議
題
と
致
し
ま
す
。 

各
委
員
会
の
審
査
が
終
了
致
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
委
員
会
の
審
査
の

経
過
並
び
に
結
果
に
つ
い
て
、
各
委
員
長
か
ら
報
告
を
求
め
ま
す
。 

 
 

初
め
に
、
総
務
委
員
会
、
委
員
長 

永
井
康
彦
議
員
。 

 

○
総
務
委
員
会
委
員
長
（
永
井
康
彦
議
員
） 

十
三
番 

永
井
康
彦
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
か
ら
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ

ま
し
た
議
案
の
審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
総
務
委
員
会

決
定
報
告
書
の
と
お
り
決
定
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
委
員
会
に
お
い
て
論
議
ざ
れ
広
域
連
合
に
要
望
致
し
ま
し
た
主
た
る
事
項

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
基
金
の
運
用
方
法
及
び
活
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
調

査
研
究
さ
れ
、
有
効
か
つ
効
果
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
一
層
努
力
さ
れ
る
こ
と
を
要

望
致
し
ま
す
。 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
委
員
長
の
報
告 

 

を
終
わ
り
ま
す
。 

続
い
て
、
福
祉
環
境
委
員
会 

委
員
長 

西
澤
今
朝
人
議
員
。 

 

○
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長(

西
澤
今
朝
人
議
員) 

福
祉
環
境
委
員
長
報
告
。 

十
七
番 

西
澤
今
朝
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

私
か
ら
長
野
広
域
連
合
議
会
定
例
会
に
お
き
ま
し
て
、
福
祉
環
境
委
員
会
に
付
託

さ
れ
ま
し
た
諸
議
案
の
審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

審
査
の
結
果
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
手
元
に
配
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
福
祉
環
境
委

員
会
決
定
報
告
書
の
と
お
り
決
定
致
し
た
し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

次
に
、
委
員
会
に
お
い
て
論
議
ざ
れ
広
域
連
合
に
要
望
致
し
ま
し
た
主
た
る
事
項

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。 

一
つ
、
ご
み
処
理
計
画
等
に
関
す
る
検
討
委
員
会
の
検
討
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ

の
経
過
を
報
告
す
る
こ
と
。 

二
つ
、
ご
み
処
理
施
設
建
設
予
定
地
の
地
元
住
民
へ
の
説
明
に
当
た
っ
て
は
、
十

分
地
元
の
声
を
聞
く
こ
と
。 

以
上
で
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
福
祉
環
境
委
員
会
委
員
長
の

報
告
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
 

た
だ
い
ま
か
ら
、
各
委
員
長
報
告
に
対
す
る
質
疑
、
討
論
、
採
決
を
行
い
ま
す
。 

初
め
に
、
総
務
委
員
会
所
管
の
議
案
第
九
号
「
長
野
広
域
連
合
特
別
職
の
職
員
で

非
常
勤
の
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」、質

疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 
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○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
議
案
第
十
一
号
「
長
野
広
域
連
合
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り

ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

 
 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

次
に
、
福
祉
環
境
委
員
会
所
管
の
議
案
第
十
号
「
長
野
広
域
連
合
養
護
老
人
ホ
ー

ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
」、
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

続
き
ま
し
て
、、
各
常
任
委
員
会
所
管
の
認
定
第
一
号
「
平
成
二
十
年
度
長
野
広
域

連
合
一
般
会
計
・
各
特
別
会
計
決
算
の
認
定
に
つ
い
て
」
質
疑
、
討
論
の
通
告
が
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
ま
す
。 

採
決
を
行
い
ま
す
。 

委
員
長
報
告
の
と
お
り
決
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
挙
手
を
求
め
ま
す
。 

  
 
 
 

（
賛
成
者
挙
手
） 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

全
員
賛
成
と
認
め
ま
す
。 

よ
っ
て
、
委
員
長
報
告
の
と
お
り
認
定
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
本
議
会
定
例
会
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
案
件
の
審
議
は
全
て

終
了
致
し
ま
し
た
。 

 

次
に
、
広
域
連
合
長
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
許
可
し

ま
す
。 

 

広
域
連
合
長 

鷲
澤
正
一
君
。 

 ○
広
域
連
合
長
（
鷲
澤
正
一
君
） 

長
野
広
域
連
合
議
会
十
一
月
定
例
会
の
閉
会
に
当

た
り
ま
し
て
、
御
礼
の
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

本
日
提
出
致
し
ま
し
た
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、原
案
ど
お
り
御
決
定
を
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

今
後
も
関
係
市
町
村
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
圏
域
の
住
民
福
祉
の
向
上
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
議
員
の
皆
様
方
の
御
支
援
、
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

時
節
柄
、
季
節
の
変
わ
り
目
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
健
康
に
は
十
分
に
留
意
さ
れ
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ま
す
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
の
御
活
躍
を
祈
念
申
し
上
げ
、
御
礼
の
あ
い
さ
つ
と
致

し
ま
す
。 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

○
議
長
（
町
田
伍
一
郎
議
員
） 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
長
野

広
域
連
合
議
会
定
例
会
を
閉
会
致
し
ま
す
。 

   
 

午
後
四
時
九
分 
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地
方
自
治
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
署
名
す
る
。 

 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
一
日 

     

議 
 
 
 
 

長 
 
 
 

町 
 

田 
 

伍 

一 

郎 
  
副 

 

議 
 

長 
 
 
 

佐 
 

藤 
 

壽 

三 

郎 
  

署 

名 
議 

員 
 
 
 

倉 
 

野 
 

立 
 

人 
  

署 

名 

議 

員 
 
 
 

山 
 

嵜 
 

秀 
 

治 


